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正会員資格判定に関するＱ＆Ａ 
 
 

【費用（加盟判定手数料）について】 

Ｑ１：評価費用（加盟判定手数料）の納入期限はいつまでですか 

Ａ１：資料提出期限と同じ、１１月末までとなります。なお、平成 20 年度以降、

資料提出期限を７月末と早める予定ですので、評価手数料についても７月末

となります。 
 

Ｑ２：加盟判定手数料の算出にあたり、正会員資格判定申請年を基本とするのか、

他の認証評価機関で評価を受けた年を基本とするのか、どちらですか。 

Ａ２：申請年が基本となります。また、加盟判定手数料の算出は、大学評価の評価

手数料として算出した金額の１０分の１に相当する額となります。この根拠

規定は、「正会員および賛助会員に関する規程」の第１２条に明文化されてい

ます（http://www.juaa.or.jp/images/outline/pdf/rule_08.pdf）。 
 
Ｑ３：学生募集を停止した学部･研究科の加盟判定手数料について、どのようになり

ますか。 

Ａ３：現在の大学評価（機関別認証評価）の考え方を踏襲して、申請年度に学生募

集を停止した場合のみ、当該学部、研究科の加盟判定手数料を徴収します。 
言い換えると、申請年以前に学生募集停止している学部、研究科の加盟判定

手数料は徴収しないということです。 
 
Ｑ４：改組転換あるいは学年進行中の学部・研究科に関する加盟判定手数料はどの

ようになりますか。 

Ａ４：これも現在の大学評価（機関別認証評価）の考え方を踏襲して、改組転換後

の学部・新設学部等に、申請前年度に学生が在籍していれば、加盟判定手数

料を徴収することになり、１年次生だけ在籍している場合（申請年に開設）、

加盟判定手数料は徴収しません。 
 
Ｑ５：専門職大学院を設置している場合、加盟判定手数料の扱いはどのようになり

ますか。 

Ａ５：例えば、法務研究科が設置されているとすれば、それも他の大学院研究科と

同じ１研究科とカウントして、５万円（５０万円の１０分の１）を徴収しま

す。また、既存の研究科の１専攻として専門職大学院が設置されていれば、

当該研究科分（５万円）に含まれます（大学評価と同じ考え方）。 
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【提出資料について】 

Ｑ６：昨年度（平成１８年度）に他の認証評価機関を受けたが、その結果をもって

平成２０年度に正会員資格判定を受けたいが、可能ですか。 

Ａ６：「正会員および賛助会員に関する規程」第４条第１項にある通り、申請年度は

他の認証評価機関で適合（認定）を受けた年度または翌年度に限るとさだめ

られていますので、平成１８年度に適合と判定された場合、申請できるのは

１８年度と１９年度になります。したがって、２０年度の申請は出来ません。 
 

Ｑ７：専門職大学院で他の認証評価を受けた場合、そのときの申請書類と評価結果

も提出することになりますか。 

Ａ７：その必要はありません。機関別認証評価機関に提出した資料を提出いただく

ことで結構です。 
 
Ｑ８：提出資料は、何部提出すればよいでしょうか。 

Ａ８：正会員資格判定申請書を１部と、他の機関別認証評価機関の評価基準に適合

したことを証する書類、当該認証評価機関に提出した点検・評価報告書をそ

れぞれ１２部提出してください。 

 

【認定マークの使用について】 

Ｑ９：正会員資格判定を受けて、認定マークを頂くことはできますか。 

Ａ９：認定マークの使用は認められません。認定マークはあくまでも本協会の大学

評価を受けて「大学基準」に適合していると認定された大学のみ使用できる

ものです。ただし、正会員加盟判定審査を受けて正会員になった大学に対し

て、認定マークとは別の「正会員マーク」を付与することを予定しておりま

す。 

 

【その他】 

Ｑ10：正会員資格判定は、短期大学も対象になりますか。 

Ａ10：短期大学は対象になりません。４年制大学のみとなります。 

 


